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Ⅰ 学校給食の概要 

１ 学校給食とは 

 ⑴ 学校給食のはじまり 

わが国の学校給食は、明治２２年（１８８９年）、山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で、仏教慈

善団体が貧困児童に対する就学奨励のために実施したのが初めであるとされているが、国が学

校給食に初めて関与したのは、昭和７年経済不況による就学困難児童救済のため、「学校給食実

施の趣旨徹底方並びに学校給食臨時施設方法」に関する訓令により、国庫からの支出により学

校給食を奨励したのを発端とする。その後、学校給食は、貧困児救済から、栄養不良児、身体

虚弱児を対象とする保健施策的性格を強めたが、第２次世界大戦の深刻化とともに中止された。

⑵ 学校給食法の制定 

昭和２１年１２月には学童の体位向上と栄養教育の見地から、ひろく学校において適切な栄

養給食を行うことは望ましいとして、貧困児童、虚弱児童等だけではなく、全児童を対象とし、

その健全な育成を図ることを目的とした通達が出され、翌年１月からアジア救済連盟（LARA）

の救援物資等により学校給食が再開された。この日を記念して学校給食週間（１月２４日から

３０日まで）が設けられている。

ところが、昭和２６年サンフランシスコ講和条約の調印により、アメリカからの贈与小麦粉

が打ち切られたことに伴い、学校給食費が値上がりし、学校給食は中止の危機にさらされた。

これに伴い、国庫補助による学校給食の継続を要望する運動が全国的に展開され、学校給食を

法制化し、制度の安定を図る気運が急速に高まり、昭和２９年に学校給食法が制定された。

この法律の目的は、学校給食が児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の

改善に寄与することであり、義務教育諸学校における教育の目的を実現するための学校給食の

目標を規定しており、学校給食が学校教育活動の一環であるという基本理念を明らかにした。

   なお、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青年

の身体の健全な発達に資することを目的に、昭和３１年に夜間課程を置く高等学校における学

校給食に関する法律が制定された。

   また、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部に

おいて学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資することを目的に、昭和３２年に特別支援学

校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律が制定された。

 ⑶ 教育課程への位置付け 

昭和３３年の小学校及び中学校学習指導要領の改訂において、学校給食の教育課程における

位置付けが明確にされた。平成元年の改訂では、特別活動の「学級活動」に位置づけられ、今

日に至っている。

   学校給食はこれらの規定に制度的に支えられ、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達の

ため、栄養バランスのとれた豊かな食事を提供することにより、児童生徒の健康の増進、体位

の向上を図ってきた。
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２ 学校給食の新たな役割 

⑴ 栄養教諭制度の創設 

中央教育審議会答申「子どもの体力向上のための総合的な方策について」（平成１４年９月）

では、社会環境の変化などに伴う食に関する健康問題に対応するため、望ましい食習慣や栄養

バランスのとれた食生活を形成する観点から、学校における食に関する指導の重要性が指摘さ

れ、「栄養教諭（仮称）」制度など学校栄養職員に係る新たな制度の創設を検討すべきことが提

言された。また、中央教育審議会答申「食に関する指導体制の整備について」（平成１６年１月

２０日）では、栄養教諭制度の創設を柱とする食に関する指導体制の整備方策について提言さ

れ、平成１７年４月から栄養教諭制度が施行された。

栄養教諭の職務は、地場産物を活用した給食の献立作成とその給食を活用した食に関する指

導の実施など、食に関する指導と給食管理を一体のものとして行い、教育上の高い相乗効果が

もたらすものとされている。

⑵ 食育基本法の制定 

    食育基本法は、国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身

を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることか

ら、食育に関しての基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、食育に関する施策

の基本となる事項を定める必要があるとして、平成１７年７月に施行された。

    食育基本法の前文では、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていく

ためには、何よりも「食」が重要である。」とし、特に子どもに対する食育を重視している。ま

た、子どもの食育における教育関係者の役割として、「子どもの食育における保護者、教育関係

者等の役割」、「食に関する体験活動と食育推進活動の実践」、「教育関係者等の責務」を規定し

ている。

 食育基本法に基づいて策定される食育推進基本計画（第１次平成１８～２２年度：第２次平

成２３～２７年度）は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要

な基本事項を定めるとともに、都道府県及び市町村の食育推進計画の基本となるものである。

【第２次食育推進基本計画】 

２．学校、保育所等における食育の推進

⑴ 現状と今後の方向性

（学校給食の充実）

子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校給食

の一層の普及を促進するとともに、十分な給食の時間の確保及び食事マナー等の指導内容の充

実を図る。また、各教科等においても学校給食が「生きた教材」として活用されるよう献立内

容の充実を図る。

望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心を高め理解を深めるとともに、地産地

消を進めていくため、生産者団体等と連携し、安定的な納入体制を構築の上、学校給食におけ

る地場産物の活用の推進や米飯給食の一層の普及・定着を図りつつ、地域の生産者の苦労や産

物に関する情報等を子どもに伝達し、感謝の心をはぐくむ等教育にいかす取組を促進する。

さらに、子どもの食習慣の改善等に資するため、生産者と学校給食関係者との情報交換会の

開催等を推進する。
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⑶ 愛知県食育推進計画の策定 

   本県では、平成１８年に「愛知県食育推進計画～あいち食育いきいきプラン～」（平成１９～

２２年度）、続いて「第 2 次食育推進計画～あいち食育いきいきプラン２０１５～」（平成２３

～２７年度）を策定した。

   「あいち食育いきいきプラン２０１５」では、食育の目指すべき姿として、前プランからの

本県の特色である、以下の３本の柱に着目した食育が継承されている。

   ○ 食を通じて健康な「体」をつくります

   ○ 食を通じて豊かな「心」を育みます

   ○ 食を通じて「環境」に優しい暮らしを築きます

⑷ 学習指導要領の改訂 

中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領

等の改善について」（平成２０年１月）において、食育は「社会の変化への対応の観点から教科

等を横断して改善すべき事項」として、情操教育や環境教育などとともに示された。

この中央教育審議会の提言を踏まえ、小学校及び中学校は平成２０年３月、高等学校及び特

別支援学校は平成２１年３月に告示された学習指導要領総則に「学校における食育の推進」が

新たに規定された。小学校及び中学校の学習指導要領解説総則編において、食に関する指導に

当たっては、栄養教諭等の専門性を生かすなど教師間の連携に努めるとともに、地域の産物を

学校給食に活用するなどの創意工夫を行いつつ、学校給食の教育的効果を引き出すよう取り組

むことが重要であるとされている。

⑸ 学校給食法の改正 

  中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体と

しての取組を進めるための方策について」（平成２０年１月）の提言を踏まえ、平成２０年６月

に一部改正された学校給食法の概要は以下のとおりである。

ア 法律の目的

学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の

食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかん

がみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、も

つて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることとなった。（第１条関係） 

イ 学校給食の目標 

学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならないこととなった。 

① 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。 

② 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる

判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

③ 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

④ 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び

自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 

⑤ 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、
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勤労を重んずる態度を養うこと。 

⑥ 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 

⑦ 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。（第２条関係） 

ウ 学校給食実施基準 

文部科学大臣は、学校給食の適切な実施のために必要な事項について維持されることが望

ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、当該基準に

照らして適切な学校給食の実施に努めるものとなった。（第８条関係）

エ 学校給食衛生管理基準 

① 文部科学大臣は、学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持され

ることが望ましい基準を定めるものとし、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者

は、当該基準に照らして適切な衛生管理に努めるものとなった。 

② 義務教育諸学校の校長は、１の基準に照らし、適正を欠く事項があると認めた場合に

は、遅滞なく、改善に必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、

学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとなった。（第９条関係） 

オ 学校給食を活用した食に関する指導 

① 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養

うため、学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとし、この場合におい

て、校長は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と関連付けつつ食に関する指

導の全体的な計画を作成することその他の必要な措置を講ずるものとなった。 

② 栄養教諭が１の指導を行うに当たっては、地域の産物を学校給食に活用することその

他の創意工夫を行い、地域の食文化、食に係る産業又は自然環境の恵沢に対する児童又

は生徒の理解の増進を図るよう努めるものとなった。 

③ 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、学校給食を活用した食に

関する指導を行うよう努めるものとなった。（第１０条関係） 

⑹ 夜間課程を置く高等学校・特別支援学校の幼稚部及び高等部 

夜間課程を置く高等学校における学校給食及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学

校給食の実施については、学校給食法に規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準

を準用することとなった。

現在、学校給食は、「学校給食法」「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」

及び「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」に基づき実施されて

おり、幼児児童生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容については、学校給食実施基準（学

校給食法第８条）、衛生管理については学校給食衛生管理基準（学校給食法第９条）に照らして

適切に行うこととなっている。
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３ 学校給食の位置付け 

教育基本法

学校教育法

学習指導要領

第１章 総則 

第１款 教育課程編成の一般方針

３ 学校における体育・健康に関する指導は、

児童※１の発達の段階を考慮して、学校の教

育活動全体を通じて適切に行うものとす

る。特に学校における食育の推進並びに体

力の向上に関する指導、安全に関する指導

及び心身の健康の保持増進に関する指導に

ついては、体育科の時間はもとより、家庭

科、特別活動※２などにおいてもそれぞれの

特質に応じて適切に行うよう努めることと

する。また、それらの指導を通して、家庭

や地域社会との連携を図りながら、日常生

活において適切な体育・健康に関する活動

の実践を促し、生涯を通じて健康・安全で

活力のある生活を送るための基礎が培われ

るよう配慮しなければならない。

 注：上記【※１】【※２】の部分を、以下に

より読み替える。

<中学校学習指導要領> 
※１ 生徒

※２ 保健体育科はもとより、家庭科、特別

活動

<特別支援学校小学部、中学部、高等部学習指

導要領> 
※１ 児童又は生徒

※２ 小学部の体育科及び中学部の保健体育

科はもとより、小学部の家庭科（知的障

害者である児童に対する教育を行う特別

支援学校においては家庭科）、中学部の技

術・家庭科（知的障害者である生徒に対

する教育を行う特別支援学校においては

職業・家庭科、特別活、自立活動）

<高等学校学習指導要領> 
※１ 生徒

※２ 保健体育科の時間はもとより、家庭科、

特別活動、自立活動

第 1 条（教育の目的） 教育は、人格の完成を

目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに健康

な国民の育成を期して行われなければならな

い。

第二十九条  小学校は、心身の発

達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育のうち基礎的なもの

を施すことを目的とする。

第三十条  小学校における教育

は、前条に規定する目的を実現す

るために必要な程度において第二

十一条に掲げる目標を達成するよ

う行われるものとする。 

第二十一条

一  学校内外における社会的活

動を促進し、自主、自律及び協同

の精神、規範意識、公正な判断力

並びに公共の精神に基づき主体的

に社会の形成に参画し、その発展

に寄与する態度を養うこと。

二  学校内外における自然体験

活動を促進し、生命及び自然を尊

重する精神並びに環境の保全に寄

与する態度を養うこと。

三  我が国と郷土の現状と歴史

について、正しい理解に導き、伝

統と文化を尊重し、それらをはぐ

くんできた我が国と郷土を愛する

態度を養うとともに、進んで外国

の文化の理解を通じて、他国を尊

重し、国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養うこと。

四  家族と家庭の役割、生活に必

要な衣、食、住、情報、産業その

他の事項について基礎的な理解と

技能を養うこと。

八  健康、安全で幸福な生活のた

めに必要な習慣を養うとともに、

運動を通じて体力を養い、心身の

調和的発達を図ること。

第四十五条  中学校は、小学校に

おける教育の基礎の上に、心身の

発達に応じて、義務教育として行

われる普通教育を施すことを目的

とする。 

第七十二条 特別支援学校は、視

覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者又は病弱者に対

して、幼稚園、小学校、中学校又

は高等学校に準ずる教育を施すと

ともに、障害による学習上又は生

活上の困難を克服し自立を図るた

めに必要な知識技能を授けること

を目的とする。

第６章 特別活動（小学校）第 1 目標 

 望ましい集団活動を通して，心身の調

和のとれた発達と個性の伸長を図り，集

団の一員※１としてよりよい生活や人間

関係を築こうとする自主的，実践的な態

度を育てるとともに，自己の生き方につ

いての考え※２を深め，自己を生かす能力

を養う。 

第５章 特別活動（中学校）第 1 目標 

※１ 集団や社会の一員

※２ 人間としての生き方についての自

覚  

ク
ラ
ブ
活
動
（
小
学
校
）

 （学級活動） 

１ 目標 
学級活動を通して，望ましい人間関係を

形成し，集団の一員として学級や学校にお

けるよりよい生活づくりに参画し，諸問題
を解決しようとする自主的，実践的な態度
や健全な生活態度を育てる 

２ 内容 
小学校〔共通事項〕 

⑵ 日常の生活や学習への適応及び 

健康安全 
カ 心身ともに健康で安全な生活態 

度の形成 

    キ 食育の観点を踏まえた学校給食 
と望ましい食習慣の形成

中学校⑵ 適応と成長及び健康安全

キ 心身ともに健康で安全な生活態 
度や習慣の形成 

ケ 食育の観点を踏まえた学校給食 

と望ましい食習慣の形成

学
校
給
食
法

児
童
会
・
生
徒
会
活
動

学

校

行

事

学

級

活

動

教

科

道

徳

特

別

活

動

外
国
語
活
動
（
小
学
校
）

総
合
的
な
学
習
の
時
間


